
　　公開・開示請求等

納 得

☆閲覧、写しの交付等

不 服 納 得

☆閲覧、写しの交付など

裁判所へ

（行政事件訴訟法）

※広報広聴課は実施機関（市長の事務部局）の窓口で、他の１０実施機関、それぞれに窓口（課、事務局）があります。

請　　求　　者

広報広聴課

※各実施機関窓口

実施機関（担当課）
☆請求書の受理

☆公開・非公開等の決定

諮問

答申

非公開等の通知　

七尾市情報公開・個人情報保護制度のながれ

広報広聴課

☆審査請求は、公開又は開示されない等の決定を知った日の翌日か

ら、３箇月以内の間、審査請求ができます。

審査請求（行政不服審査法）

不 服 情報公開コーナー

非公開等の決定（裁決）の通知

☆訴訟は､非公開等の決定を知った日の翌日から６箇月以内の間、七尾市を被告として、

　決定の取り消しを求める訴えを提起することもできます。

公開の決定（裁決）の通知

情報公開コーナー

☆相談・手続き等の説明・受付

広報広聴課

※各実施機関窓口

☆決定通知

公開の通知

実施機関（担当課）
七尾市情報公開及び

個人情報保護審査会


